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第１ はじめに 

１ ガイドライン策定の目的 

 本市では、個人の生命、身体又は財産に危害を及ぼす犯罪のない社会の実現の

ため、「長崎市安全・安心まちづくり推進条例」を施行するとともに、同条例に基

づいた「長崎市安全・安心まちづくり行動計画」を策定し、市、市民、事業者及

び関係機関・団体が一体となって安全で安心なまちづくりの総合的かつ計画的な

施策の推進を図っています。 

  そのような中、防犯意識の高まりにより、地域においては様々な団体による自

主防犯活動が実施されており、その取組みの一つとして、防犯カメラの設置が行

われています。 

防犯カメラは、犯罪の抑止などに効果がある一方、撮影された映像は、特定の

個人が識別できる場合には、「個人情報」に該当することから、プライバシーの保

護を十分考慮する必要があり、長崎県においても「防犯カメラの設置及び運用に

関するガイドライン」を定めています。 

これらを踏まえ、防犯カメラを設置される自治会等地域団体の皆さんが、防

犯カメラの有用性とプライバシーの保護との調和を図り、防犯カメラを適切か

つ効果的に活用できるよう、最低限配慮すべき具体的な内容を取りまとめた

「自治会等が設置する防犯カメラの運用に関するガイドライン」を策定いたし

ました。 

地域における防犯の取組みとして防犯カメラを設置される場合は、このガイド

ラインを参考に、適切な運用に努めていただきますようお願いいたします。 

 

２ ガイドラインの対象となる防犯カメラ 

 ガイドラインの対象となる防犯カメラは、自治会等が設置するもので、次の要

件を全て満たすものとしています。 

  ⑴ 犯罪の発生を未然に防止することを目的とするもの。 

施設管理や防災等を主目的とする場合であっても、犯罪の発生を未然に防

止する目的を併せ持つものは、このガイドラインの対象とします。 

⑵ 公道その他の不特定多数の人が往来する公共の場所を撮影するもの。 

   個人の住宅、マンション・アパート等共同住宅の内部及び事業所・工場の

敷地内等をもっぱら撮影するものについては、不特定多数の人の往来が想定

されないことから、このガイドラインの対象外とします。 

⑶ 映像の記録機能を有するもの。 



 

ハードディスクやＳＤカードなど、画像データを記録する媒体の種類は問

いません。 

 

３ 防犯カメラに記録された個人の画像データ 

 防犯カメラに記録された画像データは、特定の個人が識別できる場合には、「個

人情報」に該当するため、個人情報の保護に関する法律により保護の対象となり

ます。 

 自治会等が、この個人情報を取り扱う場合は、このガイドラインのほか、個人

情報の保護に関する法律の規定に基づき、適正に取り扱う必要があります。 

  



 

第２ 防犯カメラの設置及び運用に当たっての留意事項 

１ 設置目的の設定と目的外利用の禁止 

防犯カメラをどのような目的で設置するのかを明確にし、目的を逸脱した利

用を行わないでください。 

 

２ 地域における合意形成 

防犯カメラは、犯罪抑止の効果があるため、設置を望む声がある一方で、プ

ライバシーに対する考え方の違いや設置費、維持管理費の負担など、地域内に

おいて様々な意見がある場合もあります。円滑な防犯活動の推進のために、事

前に地域の方々へ十分説明を行い総会等において地域の合意を得る必要があり

ます。 

 

３ 撮影範囲及び設置場所等 

防犯カメラで撮影された画像データは、その取扱いによってはプライバシーを

侵害する恐れがあるため、防犯効果が発揮され、かつ、不必要な画像が撮影され

ないように設置場所、撮影方向、撮影範囲、設置台数を定めてください。 

また、設置に当たっては、必要に応じて防犯カメラを設置しようとする場所の

管理者等から許可を得てください。 

 

４ 設置の表示 

防犯カメラの設置について表示することは、プライバシーの保護に資するだけ

でなく、犯罪を抑止する効果を高めることにもつながります。 

撮影対象区域内又は付近の見やすい場所に、防犯カメラを設置していること及

び設置者等の名称を表示してください。 

 

５ 管理責任者、操作取扱者の指定 

防犯カメラの設置者は、防犯カメラの管理及び運用を適正に行うため、管理責

任者を指定してください。 

また、管理責任者が自ら防犯カメラを操作することができない場合は、操作取

扱者を指定し、その者だけに機器の操作等を行わせることとします。 

  なお、管理責任者及び操作取扱者は、防犯カメラの画像から知り得た情報をみ

だりに第三者に漏らしてはいけません。 

 



 

６ 撮影された画像データの適正な管理 

画像データの漏えい、滅失、き損、改ざん等を防止するため、次の事項に留意

して必要な措置を講じてください。 

⑴ 記録機器で録画された画像データは不必要な複写や加工は行わないこと。 

⑵ 記録媒体等（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ、ＳＤカード、ハードディスクなど）

を保管する場合は、施錠された場所で厳重に管理すること。 

⑶ 記録機器で録画された画像データは、「７ 撮影された画像データの利用及

び提供の制限」に定める場合を除き、外部へ持ち出さないこと。 

⑷ 画像の保存期間は、設置目的を達成する範囲内で、必要最小限度の期間と

する。ただし、管理責任者が特に必要があると認める場合は、保存期間を延

長することができるものとすること。 

⑸ 保存期間を経過した画像データは速やかに消去するか、上書きにより消去

すること。 

⑹ 記録媒体を廃棄する場合には、読み取りが物理的に行えないよう、破砕、

裁断等の処理又は記録媒体に記録された画像データを復元不可能な方法によ

り行うこと。 

なお、廃棄は管理責任者を含め複数人で行うとともに、処分の日時、方法

等を記録しておくこと。 

⑺ 防犯カメラの構成機器をインターネットに接続し、又は無線を介してパソ

コンに接続する場合は、ウイルス対策ソフトの導入や、安全なＩＤやパスワ

ードの設定、防犯カメラの構成機器及び接続する機器を最新の状態に保つな

ど、必要な措置を講じること。 

 

７ 撮影された画像データの利用及び提供の制限 

  記録された画像データは、設置目的以外に利用しないでください。 

また、次の場合を除き、第三者へ閲覧させ、提供してはいけません。記録され

た画像データを利用する場合は、相手先に身分証明書の提示を求める等身元の確

認を行うとともに、日時、相手先、目的・理由、画像の内容等を記録してくださ

い。 

⑴ 法令に基づく場合 

裁判官が発する令状に基づく場合や捜査機関からの照会（刑事訴訟法第

197 条第２項）、裁判所からの文書送付や調査の嘱託、文書提出命令（民事



 

訴訟法第 186 条等）、弁護士会からの照会（弁護士法第 23 条の２第２項）

に基づく場合等をいいます。 

⑵ 人の生命、身体又は財産に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性が

ある場合 

行方不明者の安否確認、災害発生時に被害状況を情報提供する場合などが

想定されます。 

⑶ 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため情報提供を求められた場合 

  警察の任意捜査への協力や消防署の火災原因調査等が想定されます。 

    

８ 保守点検 

  防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行ってください。 

 

９ 問い合わせ・苦情等への対応 

  防犯カメラの設置・運用に関する問い合わせや苦情等に対して、誠実、迅速に

対応してください。 

また、問い合わせや苦情に対応する者、対応要領をあらかじめ定めておくこと

が望ましいです。 

 

10 業務の委託 

  防犯カメラの設置、施設管理業務や警備業務を委託する場合は、設置運用規程

の遵守を契約の条件にするなど、適正な設置、運用を徹底してください。 

 

 

  



 

第３ 設置運用規程の策定と適切な取扱い 

このガイドラインは、自治会等地域団体の皆さんが防犯カメラを設置・運用す

るにあたって、防犯カメラの有用性とプライバシー保護との調和を図るため、配

慮していただきたい基本的事項をまとめたものです。 

実際の設置運用に当たっては、設置者等は、このガイドラインに沿った設置及

び運用を行うとともに、それぞれの設置目的や運用形態に合わせた設置運用規程

を定め、適正に取り扱わなくてはなりません。 

また、運用規程等に変更が生じた場合も同様に取り扱う必要があります。 

防犯カメラの運用や運用規程の作成にあたり、ご不明な点がありましたら、ご

相談ください。 

  



 

防犯カメラ設置運用規程（作成例） 

 

１ 趣旨 

  この規程は、個人のプライバシーに配慮しつつ、次項に定める設置目的を達成

するため、○○（長崎市○○町○○）に設置する防犯カメラの設置及び運用に関

し必要な事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。 

 

２ 設置目的 

  防犯カメラは、○○（長崎市○○町○○）周辺における犯罪防止のために設置

する。 

 

３ 設置場所等 

⑴ 設置の場所及び設置台数 

別紙１「配置図」のとおり、○○（長崎市○○町○○）に●台の防犯カメラ

を設置する。 

※「配置図」には、カメラの設置場所、撮影方向を表示する。 

⑵ 設置の表示 

防犯カメラの設置場所付近の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」と記載

した表示板を掲示する。また、表示板には設置者名等を記載するものとする。

（別紙２） 

 

４ 管理責任者等 

⑴ 防犯カメラの適正な設置運用を図るため、管理責任者を置く。 

⑵ 管理責任者は、□□とする。 

⑶ 管理責任者は防犯カメラの操作を行わせるため、操作取扱者を置く。 

⑷ 操作取扱者は、△△とする。 

⑸ 管理責任者の責務は、次のとおりとする。 

ア 撮影された画像データを適正に管理すること。 

イ 撮影された画像データの利用や提供を制限すること。 

ウ 問い合わせや苦情等に対して適切に対応すること。 

エ その他防犯カメラの適正な設置及び運用に関し、必要な措置をとること。 

 

 



 

５ 画像データの管理 

⑴ 画像データの不必要な複写及び加工を行わない。 

⑵ 記録された画像データを含む記録媒体の保管場所は、■■とする。記録媒体

は、施錠可能な保管庫で厳重に保管し、外部への持ち出しや転送を禁止する。 

⑶ 画像データの保存期間は■■とする。ただし、管理責任者が特に必要がある

と認める場合、保存期間を延長することができる。 

⑷ 保存期間を経過した画像データは、上書き等により速やかにかつ確実に消去

する。 

⑸ 記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたこ

とを確認の上、処分した日時、方法等を記録する。 

 

６ 画像データの利用及び提供の制限 

画像データは、設置目的以外に利用しないこととする。 

また、次の場合を除き、第三者の閲覧、第三者への提供を禁止する。なお、閲

覧・提供に当たっては、相手先から身分証明書の提示を求めるなど身元確認を行

うとともに、別紙「画像提供記録書」に日時、相手先、目的、画像の内容等を記

録し、○年間保存する。 

⑴ 法令に基づく場合（令状や捜査機関からの照会に基づく場合など） 

⑵ 人の生命、身体及び財産の安全の確保、その他公共の利益のために必要と認

められる場合 

⑶ 捜査機関から犯罪・事故の捜査等のため、情報提供を求められた場合 

 

７ 保守点検 

  防犯カメラの機能維持のため、▲か月ごとに保守点検を行うものとする。 

 

８ 問い合わせ・苦情等への対応 

  管理責任者は、問い合わせや苦情など防犯カメラの設置運用により生じるあら

ゆる事態について、全ての責任を負うとともに、迅速かつ誠実に対応するものと

する。 

 

 

 

 



 

９ 業務の委託 

  防犯カメラの設置、施設管理業務や警備業務を委託する場合は、設置運用規程

の遵守を契約の条件にするなど、適正な設置、運用を徹底させるものとする。 

  

この規程は、令和 年 月 日から実施する。 

 

 



別紙１ 

○○防犯カメラ配置図（作成例） 

 

 

 

 

 

  

■：防犯カメラ    ▲：表示板 

設置場所：長崎市桜町２番 22号 

撮影範囲 



別紙２    

表示板(作成例) 

 

  

設
置
者
（
○
○
自
治
会
） 



別紙３ 

 
  

画像利用簿(作成例)   

 

※太枠内は利用者（提供依頼者）が記載のこと 

利用（提供）日時       年     月     日      時     分 

取扱者氏名  

利
用
者(

提
供
依
頼
者) 

団体名   

住 所   

氏 名   

連絡先   

利用目的   

利用期間 年    月    日    時    分まで 

利用方法 □ 閲覧のみ    □ 提供（記録媒体） 

利用する画像 

データ内容 

年    月    日    時    分から 

 

   年    月    日    時    分までの画像 

その他 

 

 

※提供の場合、返却日時、返却者の署名を記載のこと 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

長崎市市民生活部自治振興課 

電   話：（095）829-1211 

Ｆ Ａ Ｘ：（095）829-1233 

Ｅメール：jichishin@city.nagasaki.lg.jp 


